
令和６年５月14日 現在

対象(現在) 給付or貸与 応募・締切

全学年

給付

月額10,000円

（卒業するまでの最短修業年限

の終期まで）

募集期間：4月1日～5月末日

      （応募書類必着）

個人で申請

（学校経由ではありません）

全学年

貸与

自宅通学

月額18,000円

自宅外通学

月額23,000円

（令和６年４月～令和7年３月

まで）

校内締切（申請書類提出締切）

６月１０日（月）

全学年

給付

月額 10,000円

（正規の修業期間）

校内締切（申請書類提出締切）

6月10日（月）

全学年

貸与（一部給付）

月額20,000～40,000円

（うち10,000円は給付）

（最短修業年限まで）

校内締切（申請書類提出締切）

1月14日（火）

全学年

貸与

自宅通学

月額18,000円

自宅外通学

月額23,000円

校内締切（申請書類提出締切）

1月末頃まで随時募集

全学年

貸与

月額23,000円

（令和６年４月分から法令で定

められている修学期間）

校内締切（申請書類提出締切）

5月20日（月）

全学年

給付

年額５～10万円

（申請内容から

総合的に判断）

（採用時に在学する学校を卒業

するまでの期間。最大３年

間。）

校内締切（申請書類提出締切）

5月31日（金）

２年生

給付

50,000円

（採用した年度内に

1回限り）

校内締切（申請書類提出締切）

5月31日（金）

全学年

給付

年額480,000円

（正規の年限で卒業するまでの

間）

校内締切（申請書類提出締切）

5月21日（火）

①

次の①～③の３つすべての要件をみたしていること。

 ①本人の母親、保護者を乳がんで亡くしている、または本人の母親、保護者が現在乳が

  んで治療中（投薬や経過観察などの定期的な通院含む）

 ②経済的な理由により修学またはその継続が困難な生徒

  ＊収入目安：世帯年収400万円（額面）未満

 ③給付開始時に高等学校に在学中

他の奨学金と併用可。申請方法や申請書類等は、J.POSHのホームページを確認してくださ

い。（申請書類はホームページよりダウンロードしてください。）

⑨

②

震災時に生徒本人が福島県に住所を有し、かつ保護者が福島県内に６ヶ月以上住所を有してい

る生徒。

原子力災害被災地域において被災し、下記①・②のいずれかの事由により修学が困難で、生徒

の生計を主として維持する方の所得金額が所得基準額以下である生徒。

 ①警戒区域又は計画的避難区域内に居住していて避難した場合

 ②緊急時避難準備区域、屋内退避指示が出た区域等に居住していて市町村の判断により

  避難した場合。

他の貸与型の奨学金と併用不可。過去に福島県奨学資金を全修学期間貸与された者は申し込み

不可。申請には多数の書類が必要です。希望者は申請書類を担当者から早めに受け取ること。

③ 高校生にふさわしい生活態度･信条をもち、かつ水準以上の学力（平均以上）で向上心があ

り、家庭の事情から学資の負担が困難な生徒。他の奨学金の貸与･支給との併用可。申請には

多数の書類が必要です。希望者は要項･申請書等を担当者から早めに受け取ること。

④

在学奨学金 募集案内
要点を抜粋して掲載しています。詳しくは奨学金担当者または主催団体HPでご確認ください。

内容・資格・条件等

保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故でで死亡したり、重い後遺障害

のために働けず、経済的に修学が困難な生徒。応募者が生まれる前に保護者が後遺障害となっ

た場合も含みます。奨学金は無利息。入学一時金あり。他の奨学金と併用可能。詳細は「交通

遺児育英会」のHPを確認してください。

⑤

次の①～③すべてに該当すること。

 ①保護者（父母又はそれに代わる人）が宮城県に住所を有していること。

 ②主たる家計支持者等の失職または火災等の事由により家計状況が悪化し、緊急に奨学

  資金の貸付けの必要が生じた場合。

 ③経済的理由により修学に困難があること。

事由が発生してから１年以内であれば随時申し込むことができる。卒業後全額償還（返還）す

る。

＊①を申請希望の方は、個人で直接申請してください。（学校経由ではありません）

＊②～⑨を申請希望の方は、生徒を通じて奨学金担当者までご連絡ください。担当から奨学金の応募要項や申請用紙等をお渡しします。

⑥

生計に困難のある家庭（低所得者世帯や母子・父子世帯、他の兄弟・姉妹が学生・生徒で出費

が多い世帯、⾧期療養者を抱える世帯、及び突然の事情により収入が大幅に減少した世帯な

ど）で、心身共に健康でひたむきに勉学したいとの意欲と気力をもっている生徒。他の貸与型

奨学金と重複受給不可。給付型とは重複可。令和６年度新入生は学用品代（一時金）として、

別途50,000円を貸与。

教育関係費の支援を特に必要とする家庭の、学習に意欲的または成績優秀で品行方正である生

徒。前年度の全履修科目の評定値の平均が2.7以上。１校につき推薦３名まで。（多数応募が

あった場合は校内選考します）。

他の奨学金との併用可。世帯年間所得200万円未満を目安とする。（目安を上回っていても応

募可能）。

願書には、保護者・本人とも希望理由・使途等の作文あり。

東日本大震災で被災し、保護者である両親が死亡または行方不明になった生徒。他の奨学金と

の同時受給も可。高等学校に相当する学校の最終学年の生徒には卒業準備金有り（850,000

円）。奨学金・卒業準備金ともに返還の義務なし。

学業全般もしくは文化・芸術・科学分野で優秀な成績をおさめており、品行方正である生徒。

前年度の全履修科目の評定値の平均が4.3以上。１校につき推薦３名まで。（多数応募があっ

た場合は校内選考します）。

他の奨学金との併用可。願書には、奨学金の使途・自己PRの作文あり。

⑦

⑧


